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練馬区立学校における携帯電話等の電子機器の 

学校への持ち込み等に関する方針 

 

 

 

１ 練馬区立学校では、原則、携帯電話等の電子機器（例：スマートフォン、スマー

トウォッチ等）の持ち込みを禁止する。ただし、家庭からの要望があり、やむを

得ないと校長が判断した場合には、携帯電話等の電子機器の持ち込みを許可する

ことができる。 

  ※みまもり GPSの携行は、学校に事前に申請することで持ち込みを可とする。 

 

２ 学校は、学校の実情に応じて携帯電話等の電子機器の持ち込みに関するルールを

作成する。 

 

 

３ 学校および家庭において、児童生徒に対して携帯電話等の電子機器の危険性や正

しい使い方に関する指導を適切に行う。 

 

 

４ 携帯電話等の電子機器を持ち込む場合には、同意書等を用いるなどして、学校と

当該児童生徒・保護者とで合意形成を行う。 

 

 

５ 学校における管理方法や紛失等のトラブルが発生した場合についての責任の所

在等も同意書等を用いて明確にする。 


